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龍ケ崎市北竜台防犯ステーションの活動を紹介します！／注意！あなたの土地が狙われています！

■所在地：小柴 5-2-7

■開設日：平成 22 年 11 月 22 日

■開所時間：午後１時～９時
（火曜日・年始を除く／火曜日は
地域の防犯連絡員により開所して
いるため、開所時間が異なります）

龍ケ崎市
北竜台防犯ステーション

（愛称：HBS）

■問い合わせ：交通防犯課防犯対策グループ☎内線 493

龍ケ崎市北竜台防犯ステーションの活動を紹介します！

 龍ケ崎市北竜台防犯ステーション（HBS）ってなに？
　地域ぐるみの防犯体制を充実させることで、誰もが安全・安心に
暮らせるよう市が開設した防犯施設です。地域に密着した防犯活動
の拠点として活用しています。愛称の「HBS」は、北竜台地区の小
中学生から応募のあった作品の中から採用しています。地域の皆さ
んに支えられながら、今年で開設７年目を迎えます。

 どんなことをしているの？
　HBS には市の防犯サポーターが勤務しています。青色防犯パト
ロールカーでの市内パトロールや小学生の見守りのほか、防犯情報
の提供や警察署をはじめとする防犯関係団体との情報交換・共有の
場として利用しています。防犯サポーターが休みの火曜日は、北
竜台地区の防犯連絡員がボランティアで児童の下校見守りなどの活
動を行っています。防犯上気になる情報がありましたら、お気軽に
HBS にお寄せください。

 交番とは違うの？
　警察の施設ではないため、事件・事故の捜査や落し物の受領など
は法律上処理することができません。HBS の玄関脇に緊急通報用
の「警察直通緊急電話」が設置されており、勤務者が不在となる時
間帯に利用することができます。
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不法投棄・野焼きを見つけたら…

　　　不法投棄 110 番☎ 0
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